
新たな「地球温暖化対策地域推進計画」の骨子（案） 

第１章 計画の基本的事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 地球温暖化をめぐる動向（詳細は別紙１を参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 広島市の現況 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題 

１ 趣旨 

地球温暖化対策は、人類の存続に関わる重要かつ喫緊の課題であることから、国際枠組みや国の動向、

本市の現状を踏まえ、新たに策定。 

２ 位置付け等 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地方公共団体実行計画」、及び「第２次広島市環境基

本計画」の地球温暖化防止等に関する「実行計画」。 

国の「気候変動の影響への適応計画」の「地域における適応の取組」にも対応。 

３ 対象とする温室効果ガス 

  二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等３ガス 

４ 温室効果ガス排出量削減目標の基準年度及び目標年度  

区 分 基準年度 目標年度 

長期目標 ２０１３年度 ２０５０年度 

中期目標 ２０１３年度 ２０３０年度 

短期目標 ２０１３（２００５）年度 ２０２０年度 

１ 地球温暖化とは 

石油や石炭等、化石燃料の大量消費に伴う二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の増加が原因。 

２ 地球温暖化の現状とその影響 

地球温暖化の進行は深刻さを増し、現状を上回る追加的な温暖化対策をとらなかった場合、今世紀末

の気温上昇温度は2.6～4.8℃となる可能性が高い。加えて、緩和策についての最大限の取組を大前提と

しても、地球温暖化による気候変動の影響は避けられない。 

３ 国際的な動向 

  昨年、パリで開催されたCOP21において、「京都議定書」に代わり、全ての国が参加し、産業革命前か

らの世界平均気温の上昇を2℃未満に抑制することや、気候変動に関する適応の長期目標の設定等を盛

り込んだ新たな国際枠組みである「パリ協定」を採択。 

４ 我が国の取組 

  「パリ協定」等を踏まえ、今年（2016年）5月に「地球温暖化対策計画」を策定。また、今夏から、

2050年度に80％削減に向けた「長期低炭素ビジョン」の策定にも着手。 

区 分 基準年度 目標年度 目標削減率 

長期目標 － ２０５０年度 ８０％ 

中期目標 ２０１３年度 ２０３０年度 ２６％ 

短期目標 ２００５年度 ２０２０年度 ３．８％以上 

 

１ 本市における取組   別紙２のとおり 

２ 市域の温室効果ガス排出量の状況  別紙３のとおり 

３ 課題 

  現行計画に掲げた「温室効果ガス排出量を平成２年度（1990年度）比で６％削減」という目標の達成

に向け、様々な施策に取り組んできたが、東日本大震災に起因した原発の事故により我が国のエネルギ

ー政策が白紙から見直されることとなり、これに伴う原発の稼働停止等によって電力の二酸化炭素排出

係数が悪化したこと、さらには人口や世帯数の増加等により、目標達成には至らなかった。 

新計画では、地球温暖化対策を、国のエネルギー政策を踏まえながらも、人や自然にやさしいエネル

ギーへの転換を図りつつ、暮らしの快適さや都市の利便性、まちの賑わいの創出など市民の暮らしや営

みに重点を置いた取組として位置付け、低炭素都市づくりを加速することが必要。 

加えて、本市に甚大な被害をもたらした一昨年（2014年）8月の豪雨と地球温暖化による気候変動と

の関連が指摘される等、顕在化しつつある地球温暖化による影響への備えや対応も必要。 
第８章 計画の推進・進行管理 

 
 

１ 推進体制の整備及び計画の推進  ２ ＰＤＣＡによる進行管理  ３ 短期目標年度における計画の見直し 

 

４ 削減目標達成に向けた主な取組（詳細は別紙７を参照） 

取組の方向性の下、社会経済活動を家庭生活や事業活動等の５部門に大別し、そ

れぞれの部門ごとの取組と部門横断的な取組を、総合的・計画的に展開していく。

あわせて、国内外の都市と連携・協力することで市域だけでなくグローバルに低炭

素都市づくりを展開していく。 

◇ 環境にやさしい人と事業所づくり 

  環境教育や環境学習の充実・強化、環境マネジメントシステム取得促進、ボラン

ティアの育成・強化、３Ｒの推進、啓発イベントの実施等 

◇ 革新的技術の大規模な導入の促進 

  ＺＥＨやＺＥＢ等の建物の低炭素化、最新の省エネ機器等の選択と活用、再生可

能エネルギーや水素エネルギー等の導入促進と関連産業等の育成・支援、次世代自

動車導入促進とその環境整備、バイオマスプラスチックの普及促進 

◇ 低炭素なまちづくりの推進 

  スマートコミュニティの導入、自転車道整備や公共交通機関を中心としたネット

ワークの構築、集約型都市構造の形成、屋上や壁面緑化の推進等 

◇ 低炭素都市ネットワークづくり 

  広島広域都市圏との連携、イクレイや首長誓約を通じた国際協力等 

３ 適応の取組の推進 

◇ 気候変動とその影響への認識・理解を進めるための環境づくり 

  学校教育や出前講座等を活用した取組、そのための人材育成や教材作成、周知啓発 

◇ 気候に対する強靭性（レジリエンス）を備えたまちづくり 

 ・「災害に強く安心して生活のできるまちづくり」の計画的な推進 

 ・短時間強雨の増加による被害や気温上昇による熱中症への取組の強化 

◇ 気候変動の影響を把握・評価するための仕組みづくり 

  国が示す７分野に基づく影響を把握・評価するための体制を国や県、大学等と連携し検討 

第６章 市の事務・事業等における取組（※目標は市域の中・長期目標を設定した上で設定） 

徹底した省エネ対策はもちろん、市内有数の温室効果ガス排出事業者であること

を踏まえて、下記のとおり取り組む。 

◇事務所等での取組：庁舎等公共施設の低炭素化、道路照明灯等のＬＥＤ切替、公

用車への次世代自動車の導入推進等 

◇廃棄物の処理部門での取組：廃棄物発電の拡大、廃プラの燃料化等 

◇下水・し尿等の処理部門での取組：消化ガス発電の拡大、下水道熱の活用検討等 

◇水道水の供給部門での取組：小水力発電や太陽光発電設備の導入検討等 

相互補完 

※ 短期目標の基準年度は、

国と比較できるよう２００５年度

も併記する。 

資料１ 


